
はじめに

前文

    各種関連ガイドライン

【18】知的障がい・精神障がい（発達障がい含む）支援設備

■ 大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン（案）の構成について

前文

沿革・概要

序章

 Ⅱ．設計、管理・運営上の
    ポイント

  Ⅰ．目的・視点

改定にあたって

設計マニュアル

5 バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例について

6 手続き（建築物）

7 本書の見方

2 誰もがでかけられるまちづくりに必要な視点

１ 目的

大阪府福祉のまちづくり条例ガイドライン（案）

【14】案内設備までの経路

【17】内装等（内装・客席・備品・その他の配慮） 

【6】エレベーター

建築物 各章

【19】避難設備等

【15】子育て支援設備

【4】階段

【5】傾斜路

4 施設の管理・運営にあたり

3 施設の計画・設計にあたり

参考資料

【8】便所

【9】駐車場

【10】ホテル又は旅館の客室

【11】浴室等

【12】標識

【13】案内設備

建築物 各章

【1】敷地内の通路

【2】出入口

【3】廊下等

【7】エスカレーター

【16】造作設備（手すり・カウンター・自動販売機等） 

  参考資料

※ は、ガイドラインで充実させる部分

・法令

・基準・規格・参考値

・計画・指針・パンフレット

・事例

資料２


